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リ
タ
ー
ン
号
事
件
と
一
七
枇
紀
後
半
の
国
際
関
係

一
六
七
―
―
一
年
夏
に
長
崎
に
入
港
し
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
船
リ
タ
ー
ン
号
を
饒
る

諸
事
件
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
か
な
り
の
数
の
研
究
論
文
が
公
に
さ
れ
、

様
々
な
角
度
か
ら
考
察
が
加
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
入
港
か
ら
出
港
ま

(
2
)
 

で
の
事
実
関
係
の
同
定
、
リ
タ
ー
ン
号
派
遣
に
至
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
側
の
事

情
、
徳
川
幕
府
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
の
貿
易
再
開
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
た
オ
ラ

(
4
)

（

5
)
 

ン
ダ
側
の
エ
作
、
長
崎
港
の
防
備
体
制
の
実
態
、
さ
ら
に
は
こ
の
事
件
に
関
す

(
8
)
 

(
6
)
 

る
幕
府
や
九
州
諸
藩
の
史
料
や
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
オ
ラ
ン
ダ
両
政
府
の
史
料
、

(9) 

ま
た
両
国
の
東
イ
ン
ド
会
社
の
史
料
に
つ
い
て
の
詳
細
な
研
究
成
果
が
生
み
出

さ
れ
た
。
個
々
の
事
実
関
係
に
つ
い
て
は
、
細
部
に
お
い
て
議
論
の
余
地
が
残

(10) 

る
と
は
い
え
、
大
ま
か
な
事
実
認
識
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
共
通
認
識
が
形
成
さ
れ

て
い
る
と
い
う
の
が
、
リ
タ
ー
ン
号
事
件
研
究
の
現
状
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
を
受
け
て
本
稿
で
は
、
そ
れ
ら
の
成
果
を
踏
ま
え
て
、
こ
れ
ま
で
あ
ま

り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
角
度
か
ら
、
こ
の
事
件
を
考
察
す
る
。
そ
れ
は
広

リ
タ
ー
ン
号
事
件
と
一
七
世
紀
後
半
の
国
際
関
係

は
じ
め
に

四
九

く
言
え
ば
国
際
環
境
か
ら
見
た
こ
の
事
件
の
歴
史
的
意
義
を
考
察
す
る
も
の
で

あ
り
、
狭
い
意
味
で
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
政
府
や
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
東
イ
ン
ド
会
社

か
ら
見
た
対
日
貿
易
の
意
義
を
饒
る
考
察
で
あ
る
。
論
点
は
国
際
政
治
や
国
内

(11) 

政
治
、
国
内
経
済
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
ジ
ア
・
ア
メ
リ
カ
を
視
野
に
入
れ
た
国

(

1

2

)

(

1

3

)

（

14)

（

15)

（

16)

（

17) 

際
経
済
、
会
社
経
営
、
国
防
、
戦
闘
、
重
商
主
義
、
植
民
地
経
営
、
さ
ら
に
は

(18) 

カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
の
宗
教
抗
争
な
ど
、
非
常
に
多
く
の
方
面

に
関
わ
る
も
の
な
の
で
、
と
て
も
一
論
文
で
は
語
り
尽
く
せ
る
も
の
で
は
な

い
。
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
、
諸
論
点
の
う
ち
筆
者
が
こ
れ
ま
で
に
調
査
し
得

た
論
点
に
つ
い
て
の
み
、
先
行
研
究
を
整
理
す
る
形
で
論
を
進
め
、
こ
れ
ま
で

(19) 

手
を
付
け
て
こ
ら
れ
な
か
っ
た
角
度
か
ら
の
こ
の
事
件
の
考
察
を
行
う
。

注(
l
)

木
村
直
樹
「
一
七
世
紀
中
葉
幕
藩
制
国
家
の
異
国
船
体
策
」
『
史
学
雑
誌
』
一

0
九
ー
―
一
、
二

0
0
0
年
。
岩
生
成
一
「
日
本
の
歴
史
鎖
国
』
中
央
公
論
社
、

一
九
六
六
年
。
中
村
質
編
『
鎖
国
と
国
際
関
係
」
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
。

ロ
ナ
ル
ド
・
ト
ビ
『
近
代
日
本
の
国
家
形
成
と
外
交
』
創
文
社
、
一
九
九
一
年
。

朝

治

啓



(
2
)

木
村
直
樹
二
七
世
紀
後
半
の
幕
藩
権
力
と
対
外
関
係
ー
一
六
七
三
年
リ
タ
ー

ン
号
事
件
を
め
ぐ
っ
て
」
『
ぎ
ん
せ
い
』
―

i
O
、
一
九
九
八
年
。

(
3
)

バ
ー
チ
ャ
ー
「
イ
ギ
リ
ス
の
平
戸
商
館
と
極
東
政
策
」
中
村
編
『
鎖
国
と
国
際

関
係
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
。
ろ
じ
ゃ
め
い
ち
ん
「
江
戸
時
代
を
見
た
英

国
人
』

P
H
P
、
一
九
八
四
年
。

(
4
)

永
積
洋
子
「
十
七
世
紀
後
半
の
情
報
と
通
詞
」
『
史
学
』
六

0

-
四
、
一
九
九

一
年
。

(
5
)

松
尾
晋
一
「
リ
タ
ー
ン
号
事
件
に
見
る
幕
藩
制
国
家
の
沿
岸
警
備
体
制
」
『
日

本
史
研
究
』
四
八
一
、
二

0
0
―一年。

(
6
)

清
水
紘
一
「
リ
タ
ー
ン
号
関
係
日
本
側
史
料
に
つ
い
て
」
「
E
こ
p
e
こ
m
e
n
t

ミ
ミ
R
e
t
ミ

w
日
英
交
渉
史
料
延
宝
元
年
』
日
英
文
化
交
渉
史
研
究
会
、
一
九

七
八
年
。

(
7
)

武
藤
長
蔵
『
日
英
交
通
史
之
研
究
』
内
外
出
版
、
一
九
四
二
年
。
島
田
孝
右

「
リ
タ
ー
ン
号
『
日
本
日
記
』
一
、
―
-
」
『
専
修
商
学
論
集
』
七
四
、
―

1
0
0
1

―

年
。
七
八
‘

1
1
0
0
四
年
。
同
「
リ
タ
ー
ン
号
の
記
録
『
日
本
日
記
』
の
諸
写
本

お
よ
び
印
刷
本
に
つ
い
て
一
、
―
-
」
「
専
修
商
学
論
集
』
五
八
、
一
九
九
四
年
。

六
六
、
一
九
九
八
年
。
ろ
じ
ゃ
・
め
い
ち
ん
池
田
豊
子
訳
「
延
宝
元
年
英
国
船

リ
タ
ー
ン
号
の
日
本
渡
航
に
つ
い
て
ー
鎖
国
と
の
関
わ
り
を
中
心
と
し
て
」
『
京

都
外
大
研
究
論
叢
』
一
六
、
一
九
七
六
年
。
同
「
一
六
七
三
年
英
国
船
リ
タ
ー
ン

号
来
日
関
係
史
料
ー
文
献
と
翻
訳
」

C
O
S
M
I
C
A
,
X
、
一
九
八

0
年。

R
o
g
e
r

M
a
c
h
i
n
,
 
『
菱
ミ
ミ
,
o
f
 R
e
t
u
r
n
日
英
交
渉
史
の
一
場
面
に
幕
が
下
り
る
』
日
英

文
化
交
渉
史
研
究
会
、
一
九
七
八
年
。

(
8
)

永
積
昭
『
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
二

0
0
0
年
。
永

積
洋
子
編
『
鎖
国
を
見
直
す
』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
九
年
。

(
9
)

永
積
洋
子
『
平
戸
オ
ラ
ン
ダ
商
館
日
記
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
＾

0
0
0
年。

科
野
孝
蔵
『
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
』
同
文
館
出
版
、
同
『
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン

ド
会
社
の
歴
史
』
同
文
館
出
版
、
浅
田
実
『
商
業
革
命
と
東
イ
ン
ド
貿
易
』
法
律

文
化
社
、
一
九
八
四
年
。
西
村
孝
夫
『
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
史
論
』
啓
文

社
、
一
九
六
六
年
。

(10)

一
例
を
挙
げ
て
お
く
。
永
積
洋
子
「
十
七
世
紀
後
半
の
情
報
と
通
詞
」
『
史
学
』

六
0
ー
四
、
一
九
九
一
年
に
よ
れ
ば
、
リ
タ
ー
ン
号
事
件
に
お
け
る
、
幕
府
の
イ

ギ
リ
ス
情
報
収
集
力
つ
い
て
肯
定
的
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
事
実
と

合
致
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
大
局
的
に
は
日
本
側
が
イ
ギ
リ
ス
人
の
話
を
正
確

に
理
解
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
(
-
八
頁
）
と
結
論
さ
れ
て
い
る
。

長
崎
奉
行
や
徳
川
幕
閣
が
通
詞
を
通
し
て
オ
ラ
ン
ダ
風
説
書
の
内
容
や
、
デ
ル
ボ

ー
船
長
と
の
や
り
取
り
を
「
正
確
に
」
把
握
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
が

直
ち
に
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
情
勢
や
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
・
オ
ラ
ン
ダ
関
係
を
正
確

に
認
識
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
偏
っ
た
情
報
や
意
図
的
悪
意
を
見

抜
く
に
は
さ
ら
に
別
の
情
報
が
必
要
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

(11)

沼
田
次
郎
編
『
オ
ラ
ン
ダ
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
』
山
川
出
版
社
、
一
九
八
六
年
。

(12) 
D. 
Massarella, 
A
 
W
o
r
l
d
 
E
l
s
e
w
h
e
r
e
:
 
E
u
r
o
p
e
'
s
 
E
n
c
o
u
n
t
e
r

互
th

J
a
p
a
n
 i
n
 
the 
S
箆
t
e
e
n
t
h
a
n
d
 S
e
思
n
t
ミ塁
th
C
e
n
t
u
r窓
s"

N
e
w
 H
a
v
e
n
,
 

1990. 
川
勝
平
太
『
日
本
文
明
と
近
代
西
洋
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
九
一

年
。
濱
下
武
志
、
川
勝
平
太
編
『
ア
ジ
ア
交
易
圏
と
日
本
工
業
化
一
五

0
0
|
-

九
0
0
』
リ
ブ
ロ
ポ
ー
ト
、
一
九
九
一
年
。
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
、
川
北
稔
訳

『
近
代
槻
界
シ
ス
テ
ム
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
。

(13)

科
野
孝
蔵
『
栄
光
か
ら
崩
壊
ヘ
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
盛
衰
史
』
同
文
館

出
版
、
一
九
九
三
年
。

(14) 
Pieter 
Gayl, 
T
h
e
 N
e
t
h
e
r
l
a
n
d
s
 i
n
 the 
1
7
t
h
 C
e
n
t
u
r
y
,
 
L
o
n
d
o
n
,
 
1964; 

Do., 
0
 ra
n
g
e
 
a
n
d
 
S
t
u
a
r
t
 "
]
6
4
]
_
7焚

L
o
n
d
o
n
,

1969; 
K.H.D.Haley, 

wミ
蕊
m
o
j
o
r
g
g
e
aミ
d
t
h
e

塁
色
s
h
O
p
p
o
s
i
t
i
o
n
,
 
Oxford, 1953. 

(15)

小
野
雄
一
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
の
海
』
文
芸
社
、
―

1
0
0
三
年
。
松
浦
章
『
中

国
の
海
賊
』
東
方
書
店
、
一
九
九
五
年
。

J.R.
Jones, A
n
g
l
o
 ,
 
D
u
t
c
h
 W
a
r
s
 o
f
 

the S
e
v
e
n
t
e
e
n
t
h
 C
e
n
t
u
至
L
o
n
d
o
n
,
1996. 

(16) 
A
 C
a
l
e
n
d
a
r
 o
f
 the C
o
u
r
t
 M
iミ
u
t
e
s
etc 
o
f
 the E
a
s
t
 I

ミ
5
c
o
m
p
ミ
呈

11 vols. 
(
と
く
に
]
6
6
8
-
7
0
,
 1929; 
1
6
7
1
-
7
3
,
 1
9
3
2
)
 

(17)

浅
田
実
「
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
と
イ
ン
ド
成
金
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
ニ

0
0
一
年
。

五
〇



は
東
イ
ン
ド
に
対
す
る
新
し
い
動
き
を
見
せ
始
め
る
。
中
国
と
日
本
に
向
け
て

船
を
出
そ
う
と
い
う
提
案
で
あ
る
。
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
か
ら
日
本
将
軍
宛
の
信
任

状
な
ど
出
航
の
準
備
も
始
ま
っ
た
が
、
オ
ラ
ン
ダ
と
の
戦
争
再
開
の
噂
が
流
れ

(
3
)
 

て
、
沙
汰
止
み
と
な
っ
た
。
王
政
復
古
後
の
一
六
六
一
年
に
な
っ
て
、
東
イ
ン

ド
で
の
勤
務
経
験
の
あ
る
Q
u
a
l
e
s
B
r
o
w
n
e
ブ
ラ
ウ
ン
が
副
理
事
T
h
o
m
a
s

C
h
a
m
b
e
r
l
a
i
n
チ
ェ
ム
バ
レ
ン
に
手
紙
を
送
り
、
対
日
貿
易
再
開
の
明
る
い
見

リ
タ
ー
ン
号
事
件
と
一
七
世
紀
後
半
の
国
際
関
係

「
独
占
」
政
策
は
維
持
さ
れ
た
。

一
六
五
八
年
九
月
に
な
っ
て
漸
く
、
首
脳
部

五

マ
サ
レ
ラ
に
拠
れ
ば
、
役
員
等
は
幕
府
が

が
ヽ

一
六
五
八
年
以
後
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
東
イ
ン
ド
会

社
に
よ
る
対
日
貿
易
再
開
計
画
作
成
と
そ
の
実
施
に
つ
い
て
、
事
実
関
係
を
簡

略
に
示
し
て
お
く
。

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
中
に
東
イ
ン
ド
会
社
取
締
役
会
C
o
u
r
t
で
は
「
体
制

派」
established
商
人
と
新
商
人
n
o
u
v
e
a
u
x
m
e
r
c
h
a
n
t
s
と
の
主
導
権
争
い
が

起
こ
り
、
後
者
の
代
表
と
も
言
う
べ
き
モ
ー
リ
ス
・
ト
ム
ス
ン
T
h
o
m
p
s
o
n

一
六
五
七
年
に
会
社
の
理
事
g
o
v
e
r
n
o
r
に
就
任
し
た
（
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル

の
改
組
）
。
し
か
し
そ
の
後
も
体
制
派
商
人
の
勢
力
は
維
持
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る

マ
サ
レ
ラ
に
拠
り
つ
つ
、

1

リ
タ
ー
ン
号
の
日
本
派
遣
に
至
る

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
側
の
事
実
経
過

(18)

岩
井
淳
「
革
命
の
時
代
」
川
北
稔
『
世
界
各
国
史

社
、
一
九
九
八
年
。

(
1
9
)紙
屋
敦
之
•
木
村
直
也
編
『
海
禁
と
鎖
国
』
東
京
堂
出
版
、
二00
二
年
。

イ
ギ
リ
ス
史
』
山
川
出
版

(
4
)
 

通
し
に
つ
い
て
進
百
し
た
。
し
か
し
こ
れ
で
も
再
開
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

(
5
)
 

六
六
八
年
五
月
二
二
日
、
日
本
で
の
勤
務
経
験
の
あ
る
と
い
う
船
長
R
o
b
e
r
t

B
o
w
e
n
バ
ウ
エ
ン
か
ら
の
情
報
を
採
用
し
て
、
取
締
役
会
は
対
日
貿
易
再
開

(
6
)
 

委
員
会
を
設
置
し
た
と
い
う
。
し
か
し
ブ
ラ
ウ
ン
の
手
紙
の
内
容
か
ら
判
断
し

一
六
六
三
＼
六
四
年
当
時
の
取
締
役
会
の
意
思
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
産
の

毛
織
物
を
日
本
に
売
る
こ
と
を
対
日
貿
易
策
の
主
目
的
に
し
よ
う
と
い
う
新
商

人
の
思
惑
と
は
異
な
る
。
対
価
と
し
て
日
本
か
ら
金
銀
銅
の
貴
金
属
を
引
き
出

そ
う
と
し
て
い
る
点
は
、
同
じ
頃
の
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
方
針
と
共
通

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
同
じ
頃
日
本
で
は
幕
府
が
、
銀
の
輸
出
禁
止
政
策
を
打
ち

出
し
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
も
こ
れ
を
守
ら
さ
れ
、
そ
の
後
は
銀
に
か
わ

っ
て
金
含
有
の
小
判
が
日
本
か
ら
持
ち
出
さ
れ
た
。
さ
ら
に
そ
の
後
は
、
小
判

に
か
わ
っ
て
銅
が
支
払
い
手
段
と
さ
れ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
に
と
っ
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
銅
よ
り
も
日
本
銅
の
評
価
が
少
し
高
か
っ
た
の
で
、
貿

(
8
)
 

易
を
続
け
る
意
味
が
あ
っ
た
。
一
六
六
八
年
時
点
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
東
イ
ン
ド

会
社
取
締
役
会
が
、
日
本
の
銀
輸
出
禁
止
策
へ
の
変
更
を
知
っ
て
い
た
の
か
否

か
は
興
味
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

毛
織
物
な
ど
贅
沢
品
の
輸
入
を
制
限
す
る
決
定
し
て
い
た
こ
と
は
知
ら
な
か
っ

(
9
)
 

た
、
と
見
な
し
て
い
る
。
同
年
一

0
月
に
再
び
バ
ウ
エ
ン
等
を
聴
聞
し
た
結

果
、
東
イ
ン
ド
経
験
の
あ
る
H
a
c
k
w
e
l
l
ハ
ッ
ク
ウ
ェ
ル
が
「
b
r
o
a
d
c
l
o
t
h
広
幅

(10) 

織
物
」
が
売
れ
る
と
の
情
報
を
も
た
ら
し
た
。
従
来
構
想
し
て
い
た
の
は
絹
や

鹿
皮
な
ど
東
洋
の
物
産
を
運
ん
で
、
日
本
か
ら
貴
金
属
を
引
き
出
す
貿
易
で
あ

っ
た
が
、
こ
の
と
き
以
後
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
産
毛
織
物
輸
出
が
対
日
貿
易
商
品
に

て、



社
も
日
本
向
け
絹
の
入
手
地
を
、

ベ
ン
ガ
ル
、
ト
ン
キ
ン
ヘ
と
変
え
、

一
六
五

な
る
可
能
性
が
出
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
新
商
人
の
影
響
の
現
れ
と
見
な
す
べ

(11) 

き
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
は
慎
重
な
学
説
も
あ
る
。

一
六
七
一
年
六
月
取
締
役
会
は
、
台
湾
お
よ
び
日
本
に
向
け
て
ア
ド
ヴ
ァ
ン

ス
号
を
派
遣
す
る
決
定
を
下
し
た
。
積
み
に
は
広
幅
毛
織
物
、
ガ
ラ
ス
、
ナ
イ

フ
、
は
さ
み
、
蝋
な
ど
で
あ
っ
た
。
し
か
し
船
は
バ
ン
タ
ム
に
到
着
出
来
な
か

っ
た
。
日
本
航
海
に
好
都
合
な
季
節
風
は
す
ぎ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
だ
。
バ
ン

タ
ム
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
会
社
の
代
理
人
は
既
に
前
年
に
台
湾
調
査
を
行
っ
て
お

り
、
代
理
人
に
拠
れ
ば
、
オ
ラ
ン
ダ
を
一
六
六
一
＼
二
年
に
台
湾
か
ら
追
い
出

し
た
鄭
成
功
（
国
姓
爺
C
o
x
i
n
g
a
)

の
後
継
者
I
r
q
o
w
か
ら
の
「
誘
い
」
に
基

づ
い
て
、
予
備
交
渉
を
し
た
の
で
あ
る
と
い
い
、
既
に
前
年
一
六
七

0
年
八
月

に
二
隻
の
船
を
台
湾
向
け
に
出
航
さ
せ
、
そ
の
地
の
「
王
」
鄭
C
h
e
n
g
氏
か
ら

(12) 

好
意
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
報
告
し
た
。
し
か
し
台
湾
の
鄭
氏
は
、
外
国
船

を
自
己
の
利
益
の
た
め
に
利
用
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
一
六
六

0
年
代
、
中
国
本
土
と
台
湾
そ
し
て
日
本
を
結
ぶ
海
域
は

政
治
的
対
立
の
た
め
無
法
状
態
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
安
全
な
貿
易
が
行
わ
れ

る
状
況
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
鄭
氏
は
一
六
六

0
年
代
に
は
外
国
船
が

運
ぶ
マ
ニ
ラ
や
ア
ン
ナ
ン
経
由
の
絹
と
台
湾
産
の
砂
糖
を
日
本
へ
運
び
、
長
崎

港
に
お
け
る
中
国
本
土
か
ら
の
船
数
を
激
減
さ
せ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会

六
＼
七
二
年
に
は
会
社
の
対
日
貿
易
用
絹
は
ベ
ン
ガ
ル
産
が
八

0
％
を
占
め
て

(13) 

、

ア

）

0

し

fこ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
バ
ン
タ
ム
の
代
理
人
は
、
バ
ン
タ
ム
の
ス
ル
タ
ン

ら
れ
バ
タ
ヴ
ィ
ア
ヘ
連
れ
て
行
か
れ
た
。

ン
タ
ム
か
ら
の
航
海
中
に
、

―
一
月
一
九
日
、
オ
ラ
ン
ダ
船
に
よ
っ
て
と
ら
え

（
安
平
）

で
は
な
-
v
P
o
k
o
o
に
商
館
を
建
て
た
。
こ
の
と
き
ヨ
ー

一
六

の
言
葉
に
も
作
用
さ
れ
て
、
対
日
貿
易
再
開
の
明
る
い
見
通
し
の
情
報
を
、

六
六
九
年
九
月
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
本
国
の
取
締
役
会
へ
送
っ
た
の
で
あ
る
。

六
七
一
年
八
月
に
は
取
締
役
会
は
バ
ン
タ
ム
の
代
理
人
に
対
し
、
台
湾
貿
易
を

進
め
、

ア
ド
ヴ
ァ
ン
ス
号
が
お
さ
め
た
は
ず
の
貿
易
の
成
果
を
後
押
し
す
る
た

め
、
新
た
に
船
を
派
遣
す
る
と
伝
え
た
。
実
際
に
は
ア
ド
ヴ
ァ
ン
ス
号
は
台
湾

で
は
な
く
ペ
ル
シ
ャ
に
到
着
し
て
い
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
ヘ
は
情
報
が
正
確
か

つ
迅
速
に
は
伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
一
六
七

一
年
九
月
に
は
東
イ
ン
ド
向
け
に
リ
タ
ー
ン
号
、
エ
ク
ス
ペ
リ
メ
ン
ト
号
、
ザ

(15) 

ン
ト
号
の
三
隻
を
ロ
ン
ド
ン
か
ら
出
航
さ
せ
た
。
積
み
荷
の
う
ち
五
ニ
パ
ー
セ

ン
ト
は
広
幅
毛
織
物
で
、
他
に
水
銀
、
鉛
、
辰
砂
c
i
n
n
a
b
a
r
(
鮮
紅
色
鉱
物
）

(16) 

で
あ
っ
た
。
携
え
て
い
っ
た
書
類
は
日
本
の
将
軍
宛
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
王
か

ら
の
手
紙
で
、

ス
ペ
イ
ン
語
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
と
で
書
か
れ
て
い
た
。

二
年
七
月
二
五
日
付
で
平
戸
商
館
所
蔵
の
も
の
の
コ
ピ
ー
で
あ
っ
た
と
い
う

が
、
朱
印
状
そ
の
も
の
で
は
な
く
貿
易
請
願
書
の
写
し
で
あ
っ
た
。
東
イ
ン
ド

(17) 

会
社
側
は
貿
易
許
可
が
下
り
る
こ
と
に
は
楽
観
的
で
あ
っ
た
。
通
訳
を
バ
ン
タ

ム
で
雇
い
、
台
湾
で
は
そ
の
王
か
ら
日
本
向
け
の
紹
介
状
を
手
に
入
れ
る
よ
う

に
も
指
ホ
し
た
。
リ
タ
ー
ン
号
は
一
六
七
二
年
七
月
一
六
日
台
湾
に
到
着
し
、

タ
イ
オ
ワ
ン

ロ
ッ
パ
で
は
第
三
次
英
蘭
戦
争
が
始
ま
っ
て
お
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
オ
ラ
ン

ダ
と
は
戦
闘
中
で
あ
っ
た
た
め
、

エ
ク
ス
ペ
リ
メ
ン
ト
号
と
ザ
ン
ト
号
と
は
バ

五



リ
タ
ー
ン
号
だ
け
が
一
六
七
一
二
年
六
月
一

0
日
に
台
湾
を
出
航
し
、
同
月
二

た
。
日
本
側
は
既
に
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
英
船
接
近
情
報
を
得
て
お
り
、
港
は
警
備

さ
れ
て
い
た
。
上
述
の
請
願
書
の
コ
ピ
ー
を
見
せ
た
が
貿
易
許
可
状
で
は
な
い

と
い
わ
れ
た
。
英
語
を
解
す
日
本
人
通
訳
が
お
ら
ず
、

(18) 

ダ
語
で
会
話
し
た
。
そ
の
後
デ
ル
ボ
ー
船
長
は
日
本
の
幕
府
か
ら
、
英
国
王
チ

ャ
ー
ル
ズ
ニ
世
が
カ
ト
リ
ッ
ク
国
の
王
女
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
カ
タ
リ
ナ
と
結
婚
し

て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
長
年
の
通
商
関
係
の
不
在
を
理
由
に
、
貿
易
再
開
申
し

込
み
が
拒
否
さ
れ
た
と
の
知
ら
せ
を
受
け
、
八
月
二
七
日
（
日
本
暦
で
は
七
月

(19) 

二
七
日
）
、
リ
タ
ー
ン
号
は
長
崎
を
離
れ
た
。
だ
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
東
イ
ン
ド

会
社
取
締
役
会
は
、
こ
の
知
ら
せ
を
受
け
た
後
も
バ
ン
タ
ム
王
や
台
湾
王
の
援

助
を
得
て
、
再
度
日
本
に
働
き
か
け
る
よ
う
バ
ン
タ
ム
の
代
理
人
に
指
示
し

だ
。
実
際
一
六
七
五
年
に
も
バ
ン
タ
ム
か
ら
台
湾
へ
と
船
を
送
り
出
し
た
。
役

員
た
ち
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
内
の
広
幅
毛
織
物
業
者
か
ら
の
庶
民
院
へ
の
請
願

（
自
由
貿
易
を
要
求
し
、
独
占
に
反
対
の
主
張
）

に
対
し
て
、
独
占
が
必
ず
し

も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
経
済
に
と
っ
て
悪
と
は
い
え
ず
、
か
え
っ
て
効
率
的
で
あ
る

(21) 

と
主
張
し
た
。
そ
の
後
も
日
本
向
け
に
毛
織
物
貿
易
を
進
め
る
よ
う
、
バ
ン
タ

ム
な
ど
の
商
館
宛
て
に
指
示
を
出
し
て
い
る
が
、
失
敗
し
た
と
の
返
答
が
来
た

の
み
で
あ
っ
た
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
三
世
時
代
に
な
っ
て
漸
く
こ
の
種
の
試
み
は
な

(22) 

く
な
る
。

リ
タ
ー
ン
号
事
件
と
一
七
世
紀
後
半
の
国
際
関
係

九
日
（
日
本
暦
で
は
五
月
二
五
日
）
午
前

ス
ペ
イ
ン
語
と
オ
ラ
ン

一
時
頃
、
小
雨
の
長
崎
港
に
入
っ

五

Massarella, 
D
e
r
e
k
,
 A
 W
o
r
l
d
 E
l
s
塁
窓
苔
E
u
r
o
p
e
)s

E
葵
0

旦

翌

尽
l
h

J
a
p
a
n
 i
n
 
t
h
e
 
S
箆
t袋
e
n
t
h
a
n
d
 S
e
v
e
n
t
窓
ミ
t
h

C
e
n
t
u
r笞
s,

1
9
9
0
,
 
N
e
w
 

H
a
v
e
n
.
 

こ
の
書
の
主
た
る
史
料
は
東
イ
ン
ド
会
社
の
取
締
役
会
議
事
録
要
約
集

C
a
l
塁
d
a
r
o
f
 t
h
e
 
C
o
u
r
t
 M

尽
ミ
e
s
etc. 
o
f
 t
h
e
 
E
a
s
t
 I
n
d
i
a
 
C
o
m
p
a
n
y
,
 

O
x
f
o
r
d
 
(
以
下
C
C
M
)

で
あ
る
の
で
、
議
論
の
詳
細
を
知
る
こ
と
や
、
決
定
が
実

行
さ
れ
た
の
か
否
か
を
確
か
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

(
2
)
C
(
a
l
eミ
d
a
r
o
D
C
(
o
u
r
t
)
M
 
(inutes), 
1
6
5
5
-
5
9
,
 
p
p
.
2
8
1
 ,
 
3, 
286,
 
2
9
0
,
 

300.
 

(
3
)
 
M
a
s
s
a
r
e
l
l
a
ミ
p.
cit. 
p.348. 

(
4
)
 
India Office R
e
c
o
r
d
s
,
 G/21/4. 

(
5
)

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
日
付
は
こ
の
時
点
で
は
ユ
リ
ウ
ス
暦
で
あ
る
。
以
下
同
じ
。

(
6
)
 
C
C
M
,
 1
6
5
5
-
5
9
,
 p
p
.
2
8
2
 ,
 
5; 
1
6
6
8
-
7
0
,
 p.105. 

(
7
)

彼
は
ア
ユ
タ
ヤ
に
商
館
を
設
置
し
、
絹
や
鹿
皮
な
ど
を
仕
入
れ
て
日
本
へ
遥
ぶ

よ
う
勧
め
て
い
る
。

Massarella,
p.349. 

こ
れ
は
あ
る
程
度
、
オ
ラ
ン
ダ
の
東

イ
ン
ド
貿
易
に
似
た
種
類
の
仲
介
取
引
型
の
貿
易
で
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
は
中
国
や

ト
ン
キ
ン
か
ら
の
絹
製
品
搬
入
に
重
点
を
お
い
て
い
た
。

(
8
)
 
K, G
l
a
m
a
n
n
,
 D
u
t
c
h
 A
s
i
a
葛
T
r
a
d
e
,
C
o
p
e
己
a
g
e
n
,
1
9
5
7
,
 p
p
.
5
7
'
9」

63.
と

は
い
え
貿
易
贔
の
点
で
は
オ
ラ
ン
ダ
は
清
に
大
き
く
差
を
付
け
ら
れ
て
い
た
。
鈴

木
康
子
『
近
世
日
蘭
貿
易
史
の
研
究
』
思
文
閣
出
版
、
二

0
0
四
年
第
四
章
参

照。

(
9
)
 
Massarella, p
.
3
5
1
,
 n.79. 

(10) 
Massarella, p
.
3
5
1
,
 n.82. 
取
締
役
会
の
面
前
で
別
の
報
告
者
が
、
一
六
二
三

年
の
平
戸
商
館
閉
鎖
前
に
対
日
債
権
が
未
回
収
で
あ
る
で
あ
る
と
の
「
情
報
」
を

も
た
ら
し
た
。
「
事
実
調
べ
」
を
し
た
結
果
、
二
四

0
0
ポ
ン
ド
の
債
権
が
あ
る

と
い
う
結
論
に
達
し
、
貿
易
再
開
の
意
見
を
後
押
し
し
た
と
い
う
。

op.
cit., 

p.352. b
r
o
a
d
c
l
o
t
h
,
 w
o
o
l
l
e
n
紡
毛
製
品
に
つ
い
て
は
船
山
栄
一
『
イ
ギ
リ
ス
に

お
け
る
経
済
構
成
の
転
換
』
未
来
社
、
一
九
六
七
年
、
一
―
-
|
―
五
頁
、
お
よ
び

同
「
イ
ギ
リ
ス
貿
易
の
展
開
」
、
大
塚
久
雄
絹
『
西
洋
経
済
史
』
筑
摩
書
房
、

注(
1
 



九
七
七
年
、
一
〇
九
頁
参
照
。

(11)

川
勝
平
太
『
日
本
文
明
と
近
代
西
洋
』
五
―
―

-
I五
四
頁
。

J
.
R
.
J
o
n
e
s
,
T
h
e
 

A
ミ
g
l
o
,D
u
t
c
h
 W
a
r
s
 o
f
 t
h
e
 S
e
v
e
n
t
e
e
n
t
h
 C
e
n
t
u
r
y
,
 
L
o
n
d
o
n
,
 1
9
9
6
,
 p
.
8
2
.
 

(12)

マ
サ
レ
ラ
の
記
述
は
C
C
M
,
1
6
7
1
 ,
7竺
p.vii
の
記
述
と
は
か
み
合
わ
な
い
。
一

六
七

0
年
八
月
に
送
り
出
さ
れ
た
一
一
隻
と
は
バ
ン
タ
ム
・
ピ
ン
ク
号
と
パ
ー
ル
号

で
あ
る
。
そ
の
バ
ン
タ
ム
・
ピ
ン
ク
号
は
翌
一
六
七
一
年
六
月
に
ク
ラ
ウ
ン
号
と

共
に
台
湾
そ
し
て
日
本
に
向
け
て
出
航
し
た
。

C
C
M
,
1
6
7
1
-
7
3
,
 viii. 

M
a
s
s
a
r
e
l
l
a
,
 p
.
3
5
2
,
 n
.
8
6
;
 I
O
R
,
 E
/
3
/
3
0
,
 n
o
.
3
3
4
0
.
 

こ
の
箇
所
は
日
本
人
研

究
者
に
よ
っ
て
も
た
び
た
び
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
マ
サ
レ
ラ
は
、
こ
の
「
誘

い
」
は
必
ず
し
も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
特
定
し
て
台
湾
に
招
い
た
も
の
で
は
な
く
、

ま
た
そ
の
出
所
も
明
ら
か
で
は
な
い
と
注
記
し
て
い
る
。

p
.
3
5
3
.

(13)

マ
サ
レ
ラ
は
こ
の
数
字
が
一
六
七
三
年
に
は
七
五
％
へ
と
下
が
っ
た
の
は
、
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
東
イ
ン
ド
会
社
が
参
入
し
た
せ
い
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
が
、
証

拠
は
な
い
。

M
a
s
s
a
r
e
l
l
a
,
p
.
3
5
4
.
 

(14) 
M
a
s
s
a
r
e
l
l
a
,
 p
.
3
5
5
.
 こ
の
箇
所
も
マ
サ
レ
ラ
の
記
述
は
C
C
M
と
は
食
い
違
っ
て

い
る
。
マ
サ
レ
ラ
は
四
月
に
決
定
し
た
と
し
て
い
る
が
、

C
C
M
,
1
6
7
1
-
7
3
,
 p,viii 

で
は
、
一
六
七
一
年
八
月
と
記
さ
れ
て
い
る
。

(15) 
C
C
M
,
 1
6
7
1
-
7
3
,
 p.viii. 

(16) 
M
a
s
s
a
r
e
戸
p
.
3
5
6
.
な
お
前
注

(10)
参
照
。
船
山
氏
に
拠
れ
ば
広
幅
折
り
毛

織
物
b
r
o
a
d
c
l
o
t
h
,
w
o
o
l
e
n
は
厚
手
で
値
も
高
く
、
南
欧
で
は
捌
け
な
か
っ
た
た

め
、
一
七
世
紀
前
半
に
は
杭
毛
織
物
w
o
r
s
t
e
d
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た

と
い
う
。
ま
た
こ
の
工
業
で
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
オ
ラ
ン
ダ
は
競
争
関
係
に
あ
っ

こ°t
 

(17) 
M
a
s
s
a
r
e
l
l
a
,
 p
.
3
5
7
;
 I
O
R
 E
/
3
/
8
7
,
 f
翌
3
6
-
3
7
,
2
3
5
-
2
4
l
v
,
 2
4
1く
-
2
4
3
v

(18) 
M
a
s
s
a
r
e
l
l
a
,
 p
p
.
3
5
7
 

1
 3
6
3
.
 
マ
サ
レ
ラ
は
日
本
が
オ
ラ
ン
ダ
に
特
権
を
与
え
た

事
実
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
が
、
判
断
根
拠
を
示
し
て
い
な
い
。
ま
た
オ
ラ
ン
ダ

東
イ
ン
ド
会
社
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
不
利
な
判
断
を
下
す
よ
う
長
崎
奉
行
に
賄

賂
を
送
っ
た
と
の
噂
が
あ
っ
た
と
い
う
。

P
u
b
l
i
c
R
e
c
o
r
d
 Office, L
o
n
d
o
n
,
 

C
0
/
7
7
/
1
2
,
 f
2
6
0
v
;
 I
O
R
 G
/
1
2
/
4
,
 p
.
1
0
4
.
 

ド
会
社
は
一
度
も
欠
損
を
出
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
結
果
大
量
の
貴
金
属
が
日
本

な
か
っ
た
の
で
、

ア
ジ
ア
内
で
調
達
し
た
の
で
あ
る
。
日
闇
貿
易
で
は
東
イ
ン

よ
る
利
益
を
上
げ
た
。
中
国
本
土
か
ら
バ
タ
ヴ
ィ
ア
ヘ
の
ジ
ャ
ン
ク
に
よ
っ
て

絹
製
品
を
入
手
し
、
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
の
鹿
皮
や
、
台
湾
産
の
砂
糖
を
日
本
へ

運
ん
だ
。
対
価
と
し
て
会
社
が
日
本
か
ら
得
た
も
の
は
金
銀
銅
な
ど
の
貴
金
属

類
で
あ
っ
た
。
こ
の
構
図
は
会
社
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ヘ
送
る
べ
き
香
辛
料
の
支
払

し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
は
輸
入
品
に
見
合
う
自
国
製
の
商
品
を
持
た

い
に
充
て
ら
れ
る
も
の
を
、

ア
ジ
ア
圏
で
調
達
す
べ
く
努
力
し
た
結
果
、
実
現

モ
ル
ッ
カ
な
ど
に
商
館
を
お
い
て
、

が
禁
止
さ
れ
た
結
果
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
中
で
は
オ
ラ
ン
ダ
だ
け
が
日
本
の

こ°t
 

2
 

(19) 
R
o
g
e
r
 M
a
c
h
芦
R
e
t
u
r
n
o
f
 t
h
e
 R
e
t
u
r
n
,
 C
O
S
M
I
C
A
,
 X, 1
9
8
0
,
 p
.
1
7
;
 
松
尾

晋
一
「
リ
タ
ー
ン
号
事
件
に
見
る
幕
藩
制
国
家
の
沿
岸
警
備
体
制
」
『
日
本
史
研

究
』
四
八
一
、
二

0
0
二
年
、
五
五
頁
。

(20) 
M
a
s
s
a
r
e
l
l
a
,
 p
.
3
6
3
;
 I
O
R
 E
/
3
/
7
,
 f
f
2
6
0
v
 ,
 
2
6
1
;
 E
/
3
/
8
8
,
 f68. 

(21) 
M
a
s
s
a
r
e
l
l
a
,
 
p
.
3
6
4
;
 
I
O
R
,
 
H
o
m
e
 Misc., 
3
9
2
,
 
p
p
.
2
9
5
 ,
 
3
2
3
;
 
E
/
3
/
9
0
,
 
f14; 

C
C
M
,
 1
6
7
4
-
7
6
,
 p
p
.
x
x
-
x
x
i
.
 

(22) 
M
a
s
s
a
r
e
l
l
a
,
 p
.
3
6
5
.
 

オ
ラ
ン
ダ
の
対
日
貿
易
の
推
移

一
六
三
五
年
に
日
本
人
の
海
外
渡
航
が
禁
止
さ
れ
て
朱
印
船
貿
易
が
途
絶
え

一
六
三
九
年
七
月
の
い
わ
ゆ
る
鎖
国
令
に
よ
り
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
の
来
航

幕
府
主
導
に
よ
る
貿
易
の
相
手
国
と
な
っ
た
。
東
イ
ン
ド
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ

の
拠
点
は
ジ
ャ
ワ
島
の
バ
タ
ヴ
ィ
ア
で
あ
り
、
日
本
の
他
、
台
湾
、
シ
ャ
ム
、

ア
ジ
ア
の
物
資
を
輸
送
し
て
仲
介
貿
易
に

五
四



こ
の
オ
ラ
ン
ダ
の
競
争
相
手
は
福
建
省
出
身
の
鄭
氏
で
あ
っ
た
。
オ
ラ
ン
ダ

東
イ
ン
ド
会
社
は
一
六
四
一
年
ま
で
に
台
湾
か
ら
ス
ペ
イ
ン
勢
力
を
追
放
し

た
。
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
商
館
が
、

島
へ
の
移
動
を
命
じ
ら
れ
た
頃
か
ら
、
鄭
氏
の
一
派
（
鄭
子
龍
）
が
中
国
か
ら

(
2
)
 

の
絹
製
品
の
輸
送
を
独
占
し
始
め
た
。
史
龍
の
子
、
鄭
成
功
の
船
と
オ
ラ
ン
ダ

の
船
と
が
貿
易
競
争
し
、
紛
争
を
繰
り
返
し
た
後
、

イ
オ
ワ
ン
に
上
陸
し
て
オ
ラ
ン
ダ
の
拠
点
ゼ
ー
ラ
ン
デ
ィ
ア
城
を
占
領
し
、

六
六
二
年
初
め
ま
で
に
オ
ラ
ン
ダ
人
を
追
放
し
た
。
鄭
成
功
は
同
年
死
亡
す
る

が
そ
の
一
族
が
引
き
続
き
日
本
へ
の
絹
製
品
搬
入
の
主
導
権
握
っ
て
い
た
。
三

る
こ
と
に
よ
り
、
台
湾
が
優
勢
な
時
代
は
終
わ
り
、
日
本
へ
は
清
朝
か
ら
の
船

が
来
航
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
永
積
洋
子
に
拠
れ
ば
一
六
八
五
年
以
後
、
オ
ラ

(3) 

ン
ダ
船
は
貿
易
で
は
従
属
的
な
地
位
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
く
な
る
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
一
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
対
日
貿
易
は
、
東
イ
ン

ド
圏
内
で
の
物
資
の
輸
送
に
よ
る
仲
介
利
益
の
獲
得
と
、
日
本
か
ら
の
金
銀
銅

の
獲
得
、
オ
ラ
ン
ダ
ヘ
の
香
辛
料
の
積
み
出
し
に
特
徴
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が

オ
ラ
ン
ダ
の
優
位
は
一
八
世
紀
に
は
様
変
わ
り
す
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る

(
4
)
 

胡
椒
を
は
じ
め
と
す
る
香
辛
料
価
格
が
下
が
り
始
め
た
の
で
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ

リ
タ
ー
ン
号
事
件
と
一
七
世
紀
後
半
の
国
際
関
係

藩
の
乱
鎮
圧
後
、
展
洵
令
が
出
さ
れ
、

一
六
八
三
年
に
鄭
氏
が
清
朝
に
婦
順
す

一
六
六
一
年
鄭
成
功
は
タ

一
六
四
一
年
に
平
戸
か
ら
長
崎
・
出

こ°f
 

た
の
で
、

一
六
八

0
年
代
ま
で
が
、
上
記
の
構
図
に
よ
る
貿
易
の
盛
期
で
あ
っ

か
ら
持
ち
出
さ
れ
た
。
そ
の
期
間
は
一
六
六
八
年
に
銀
輸
出
が
禁
止
さ
れ
る
ま

で
続
き
、
そ
の
後
、
金
・
小
判
や
銅
の
持
ち
出
し
も
制
限
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

に
活
路
を
見
い
だ
し
た
と
い
え
よ
う
。

りヽ

五
五

一
六
七

会
社
が
輸
入
額
に
お
い
て
最
高
を
記
録
し
た
一
六
七

0
年
を
境
に
、
ロ
ン
ド
ン

で
胡
椒
価
格
が
下
が
り
始
め
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
価
格
も
下
降
し
た
。
さ
ら
に

一
六
六
0
年
以
後
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ヘ
の
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
商
品
の
大
量
流
入
は
、

本
来
高
額
の
奢
修
品
で
あ
っ
た
も
の
の
価
格
全
体
を
下
げ
始
め
た
。
ま
た
例
え

け
で
は
な
く
、

ば
ア
ジ
ア
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ヘ
輸
入
さ
れ
た
物
品
は
そ
の
地
で
消
費
さ
れ
る
だ

(
6
)
 

ア
メ
リ
カ
、
西
イ
ン
ド
な
ど
へ
再
輸
出
さ
れ
始
め
た
。
オ
ラ
ン

ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
貿
易
収
支
は
一
六
六
六
年
か
ら
一
六
七
二
年
が
最
高
益
の

時
期
で
あ
り
、

一
六
七
四
年
か
ら
赤
字
の
年
が
現
れ
、

(
7
)
 

年
赤
字
と
な
っ
た
。
こ
の
原
因
の
一
っ
は
日
本
の
出
島
で
の
利
益
の
減
少
で
あ

り
、
他
の
一
っ
は
東
イ
ン
ド
貿
易
の
重
心
の
イ
ン
ド
ヘ
の
移
転
で
あ
り
、
そ
こ

(
8
)
 

で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
東
イ
ン
ド
会
社
と
の
競
争
に
敗
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

四
年
以
後
イ
ン
ド
の
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海
岸
で
の
イ
ン
ド
綿
製
品
輸
入
活
動
に
よ

を
増
や
し
た
。

一
六
九
三
年
か
ら
は
毎

一
六
八

0
年
代
に
か
け
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
東
イ
ン
ド
会
杜
は
木
綿
輸
入
量

一
六
七
八
年
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海
岸
へ
の
資

金
供
給
量
は
一
二
六
0
万
フ
ロ
リ
ン
で
、

い
て
い
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
の
キ
ャ
ラ
コ
輸
入
熱
が
裔
ま
っ
た
結
果
で
あ

(
9
)
 

る
。
日
本
や
バ
ン
タ
ン
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
に
よ
っ
て
閉
め
出
さ
れ
た
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
会
社
は
、

二
五

0
万
フ
ロ
リ
ン
の
オ
ラ
ン
ダ
を
抜

ア
ジ
ア
ヘ
の
自
国
産
の
毛
織
物
輸
出
、
ア
ジ
ア
か
ら
の
香
辛
料
や

貴
金
属
の
輸
入
と
い
う
貿
易
の
構
図
の
転
換
を
追
ら
れ
、
結
果
と
し
て
イ
ン
ド



一
三
八

注(
1
)

永
積
昭
「
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
』
講
談
社
文
庫
、
二

0
0
0
年、

頁。

(
2
)

こ
の
間
の
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
科
野
孝
蔵
『
オ
ラ

ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
歴
史
』
同
文
館
出
版
、
一
九
八
八
年
、
同
『
オ
ラ
ン
ダ
東

イ
ン
ド
会
社
』
同
文
館
出
版
、
一
九
八
四
年
、
永
積
昭
『
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会

社
』
、
佐
藤
弘
幸
「
オ
ラ
ン
ダ
」
森
田
安
一
編
『
ス
イ
ス
・
ベ
ネ
ル
ク
ス
史
』
山

川
出
版
社
、
一
九
九
八
年
な
ど
を
参
照
し
た
。
ま
た
台
湾
の
鄭
氏
の
貿
易
活
動
等

に
つ
い
て
は
、
永
積
洋
子
「
一
七
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
貿
易
」
濱
下
武
志
•
川
勝
平

太
絹
『
ア
ジ
ア
交
易
圏
と
日
本
工
業
化
」
リ
ブ
ロ
ポ
ー
ト
、
一
九
九
一
年
、
同

「
鄭
史
龍
父
子
と
日
本
の
鎖
国
」
永
積
洋
子
絹
『
鎖
国
を
見
直
す
」
山
川
出
版
社
、

一
九
九
九
年
な
ど
を
参
照
し
た
。

(
3
)

永
積
洋
子
「
一
七
慨
紀
の
東
ア
ジ
ア
貿
易
」
―
二
七
頁
。

(
4
)

浅
田
実
『
商
業
革
命
と
東
イ
ン
ド
貿
易
」
法
律
文
化
杜
、
一
九
八
四
年
、
八
ー

九
頁
。

(
5
)

浅
田
前
掲
書
、
八
七
ー
八
八
、
九
三
頁
。
胡
椒
の
用
途
、
価
格
動
向
に
つ
い
て

は
、
浅
田
説
と
川
勝
平
太
説
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
『
日
本
文
明
と
近
代
西
洋
』

日
本
放
送
出
版
会
、
四
一
、
ニ
―
―
-
_
-
―
一
三
頁
。
科
野
孝
蔵
に
拠
れ
ば
、
オ
ラ

ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
輸
入
品
目
と
価
格
を
年
別
に
見
る
と
、
一
六
四
八
ー
五
〇

年
段
階
ま
で
は
金
額
の
多
い
も
の
か
ら
順
に
、
胡
椒
、
香
辛
料
、
織
物
・
絹
糸
・

綿
糸
、
薬
品
の
順
で
あ
っ
た
が
、
一
六
六
八
ー
七

0
年
段
階
に
は
織
物
、
胡
椒
、

香
辛
料
の
順
に
な
っ
た
。
一
六
九
八
ー
一
七

0
0
年
段
階
で
は
織
物
の
比
率
は
五

四
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
、
胡
椒
は
―
一
．
―
-
三
パ
ー
セ
ン
ト
ヘ
と
落
ち
る
。
『
オ

ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
歴
史
』
同
文
館
出
版
、
一
九
八
八
年
、
一
―
―
頁
。

(
6
)

浅
田
前
掲
書
、
ニ
―
頁
、
注
―
二
、
総
輸
入
額
の
三
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
再
輸
出

し
た
。

(
7
)

科
野
前
掲
書
、
一
三
六
頁
。

(
8
)

同
書
、
一
四
三
頁
。

(
9
)

浅
田
実
『
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
と
イ
ン
ド
成
金
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
ニ

0
0
一
年
、
二
九
ー
三
二
頁
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
東
イ
ン
ド
会
社
が
リ
タ
ー
ン
号
を
派
遣
し
て
日
英
貿
易
再
開

を
求
め
た
の
に
対
し
、
徳
川
幕
府
は
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
の
情
報
を
大
い
に
活
用
し

て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
か
ら
の
要
求
を
拒
絶
し
た
と
い
う
理
解
が
あ
る
。
と
す
る

と
論
点
は
、
何
故
幕
府
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
な
く
オ
ラ
ン
ダ
を
選
ん
だ
の
か

と
い
う
点
に
絞
ら
れ
よ
う
。
オ
ラ
ン
ダ
が
情
報
を
も
た
ら
し
た
こ
と
へ
の
好
意

(2) 

あ
る
返
礼
と
受
け
取
る
べ
き
な
の
か
。

幕
府
が
貿
易
再
開
を
拒
絶
し
た
理
由
の
一
っ
と
し
て
の
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
と
カ

(
3
)
 

タ
リ
ナ
の
結
婚
は
口
実
に
す
ぎ
な
い
の
か
。
結
論
か
ら
言
え
ば
キ
リ
シ
タ
ン
禁

令
を
背
景
に
、
こ
の
結
婚
と
い
う
理
由
を
持
ち
出
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ロ

実
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
幕
府
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
オ
ラ
ン
ダ
と

同
じ
く
新
教
国
で
あ
る
こ
と
は
、
平
戸
に
商
館
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
分
か
る
よ

う
に
、
知
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
オ
ラ
ン
ダ
を
よ
し
と
す
る
一
方
で
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
を
拒
否
す
る
の
は
筋
が
通
ら
な
い
。
リ
タ
ー
ン
号
の
船
員
に
踏
み
絵
を
実

て
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
影
響
が
及
ぶ
こ
と
を
心
配
す
る
な
ら
、
ポ
ル
ト
ガ
．
ル
と
貿
易

関
係
に
あ
る
オ
ラ
ン
ダ
船
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
よ
う
。
何
よ
り
も
こ

れ
が
口
実
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
証
拠
は
、
リ
タ
ー
ン
号
の
離
日
に
際
し
て
そ
の

施
し
て
確
認
し
た
の
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
経
由
し

3
 
一
七
憔
紀
後
半
の
日
本
に
と
っ
て
の

オ
ラ
ン
ダ
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

五
六



リ
タ
ー
ン
号
事
件
と
一
七
世
紀
後
半
の
国
際
関
係

船
長
が
、
「
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
王
妃
が
死
亡
し
た
後
で
あ
れ
ば
、
貿
易
再
閲
は

可
能
か
」
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
「
そ
れ
で
も
不
可
で
あ
る
」
と
回
答
さ
れ
た
事

(
4
)
 

実
で
あ
る
。

オ
ラ
ン
ダ
が
「
風
説
書
」
を
通
じ
て
幕
府
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
情
報
、
特
に
貿

易
の
競
争
相
手
で
あ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
情
報
を
逐
一
伝
え
て
い
た
こ
と
を
、

各
論
者
と
も
強
調
し
て
い
る
。
と
す
る
と
そ
の
中
に
、
オ
ラ
ン
ダ
の
オ
ラ
ニ
ェ

公
ウ
ィ
レ
ム
三
世
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
王
チ
ャ
ー
ル
ズ
ニ
世
の
甥
で
あ
る
と

い
う
事
実
は
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
リ
タ
ー
ン
号
が
日
本
に
向

か
っ
て
航
海
中
の
一
六
七
一
一
年
は
、

オ
ラ
ニ
ェ
公
の
ラ
イ
バ
ル
で
あ
っ
た
デ
・

ウ
ィ
ッ
ト
兄
弟
が
民
衆
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
て
、
ウ
ィ
レ
ム
が
オ
ラ
ン
ダ
統
治
の

(5) 

実
権
を
握
り
始
め
て
い
た
時
で
あ
る
。
因
み
に
オ
ラ
ニ
ェ
公
家
は
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
王
家
の
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
家
と
は
結
婚
に
よ
っ
て
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
ウ

イ
レ
ム
三
世
の
父
ウ
ィ
レ
ム
一
一
憔
は
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
家
の
メ
ア
リ
、
す
な
わ
ち

チ
ャ
ー
ル
ズ
ニ
世
の
妹
と
結
婚
し
て
い
る
し
、
ウ
ィ
レ
ム
三
世
自
身
は
リ
タ
ー

ン
号
事
件
の
四
年
後
に
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
一
世
の
姪
で
あ
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
ジ

ェ
イ
ム
ズ
の
娘
で
あ
る
メ
ア
リ
と
結
婚
し
た
。
そ
の
縁
で
ウ
ィ
レ
ム
は
一
六
八

八
年
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
議
会
派
に
招
か
れ
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
上
陸
し
、
名
誉

革
命
後
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
王
ウ
ィ
リ
ア
ム
三
世
と
な
る
の
で
あ
る
。
オ
ラ
ン

ダ
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
は
、
こ
の
当
時
そ
れ
ぞ
れ
の
統
治
者
の
血
縁
関
係
に
お

い
て
密
接
に
繋
が
っ
て
お
り
、
政
治
的
に
も
宗
教
的
に
も
区
別
し
が
た
い
と
い

(
6
)
 

う
の
が
実
情
で
あ
る
。
幕
府
が
キ
リ
シ
タ
ン
禁
令
を
理
由
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を

拒
否
す
る
な
ら
、
オ
ラ
ン
ダ
も
同
じ
理
由
で
拒
否
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

五
七

う
。
い
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
貿
易
の
分
野
で
あ
る
。

で
は
何
故
両
国
は
対
立
し
て
い
た
の
か
。
あ
る
い
は
何
故
日
本
の
幕
府
は
両

同
対
立
の
構
図
で
、
リ
タ
ー
ン
号
事
件
に
対
処
し
た
の
か
。
こ
れ
に
答
え
る
に

は
、
両
国
が
ラ
イ
バ
ル
関
係
に
あ
っ
た
の
は
ど
の
分
野
か
を
見
る
べ
き
で
あ
ろ

注(
1
)

永
積
洋
子
「
一
七
世
紀
後
半
の
日
本
と
オ
ラ
ン
ダ
」
同
編
『
鎖
国
を
見
直
す
』
、

一
三
ニ
ー
―
―
―
―
二
頁
。
オ
ラ
ン
ダ
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
東
イ
ン
ド
会
社
が
日
本
に
向

け
て
船
を
派
遣
す
る
と
い
う
情
報
を
、
一
六
七

0
年
時
点
で
幕
府
に
知
ら
せ
た
と

い
う
。
ま
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
王
チ
ャ
ー
ル
ズ
ニ
世
が
ポ
ル
ト
ガ
ル
王
の
娘
カ
タ

リ
ナ
と
結
婚
し
て
、
マ
カ
オ
と
ゴ
ア
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
エ
に
与
え
ら
れ
た
が
、

日
本
人
を
だ
ま
す
か
も
し
れ
な
い
、
と
注
意
を
喚
起
し
た
と
も
報
告
さ
れ
て
い

る
。
リ
タ
ー
ン
号
船
員
に
踏
み
絵
を
さ
せ
る
際
に
も
オ
ラ
ン
ダ
人
が
立
ち
会
っ

た
。
清
水
紘
一
「
延
宝
元
年
英
国
船
リ
タ
ー
ン
号
の
日
本
渡
航
に
つ
い
て
」
「
京

都
外
国
語
大
学
論
叢
』

X
V
I
、
一
九
七
五
年
、
一
九
頁
。
木
村
直
樹
「
一
七
世

紀
後
半
の
幕
藩
権
力
と
対
外
関
係
」
、
二
四
頁
。

(
2
)

永
積
前
掲
論
文
、
ニ
ニ
四
頁
。

(
3
)

清
水
前
掲
論
文
（
―
-
八
頁
）
は
中
村
質
「
島
原
の
乱
と
鎖
国
」
『
岩
波
講
座
日

本
歴
史
」
第
九
巻
所
収
が
、
口
実
で
あ
る
と
す
る
説
を
批
判
し
て
、
「
鎖
国
政
策

を
深
め
て
い
た
幕
府
の
対
外
政
策
の
中
で
示
さ
れ
た
―
つ
の
回
答
で
あ
っ
た
」
と

し
、
キ
リ
シ
タ
ン
禁
令
と
の
関
係
か
ら
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
の
関
係
を
カ
ト
リ
ッ
ク

の
進
入
路
と
見
な
す
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
最
近
で
は
松
尾
晋
一
「
リ
タ
ー
ン
号

事
件
に
見
る
幕
藩
制
国
家
の
沿
岸
警
備
体
制
」
（
四
六
頁
）
が
、
木
村
説
の
要
約

と
し
て
、
「
長
崎
奉
行
岡
野
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
の
縁
組
み
が
決
定
的
な
拒
否
理
由

で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
推
測
し
て
い
る
。
だ
が
木
村
の
論
で
は
力
点

は
少
し
違
う
と
こ
ろ
に
置
か
れ
て
い
る
。
「
王
家
同
士
の
縁
戚
関
係
そ
の
も
の
が
、

。
、つ



オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
は
一
六
七

0
年
代
に
、
対
日
貿
易
を
唯
一
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
国
と
し
て
独
占
し
続
け
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
へ
割
り
込
も
う
と
し
た
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
東
イ
ン
ド
会
社
を
妨
害
し
、
そ
の
思
惑
は
達
成
さ
れ
た
。
こ
の
点

の
認
識
で
は
研
究
者
間
に
異
論
は
な
い
と
言
え
よ
う
。
で
は
何
故
、
政
治
的
、

宗
教
的
に
は
親
和
的
な
隣
国
を
妨
害
し
て
ま
で
、
貿
易
独
占
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
か
。
あ
る
い
は
何
故
、
日
本
の
幕
府
は
そ
の
オ
ラ
ン
ダ
の
意
向

に
沿
う
形
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
申
し
出
を
拒
否
し
た
の
か
。
こ
の
論
点
に
対

し
て
木
村
直
樹
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
本
国
同
士
の
第
三
次
英
蘭
戦

4

リ
タ
ー
ン
号
日
本
派
遣
と
第
三
次
英
蘭
戦
争

拒
否
す
べ
き
理
由
と
な
り
う
る
か
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
」
（
三
三
頁
）
。
し
か
し

次
の
よ
う
に
も
言
う
。
「
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
や
彼
ら
の
文
物
が
イ
ギ
リ
ス
を
経
由
し

て
日
本
に
流
入
す
る
こ
と
を
幕
閣
が
警
戒
し
た
こ
と
が
、
イ
ギ
リ
ス
と
の
通
商
再

開
を
認
め
な
か
っ
た
最
大
の
理
由
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」
（
三
四
頁
）
。
つ
ま

り
木
村
も
反
ポ
ル
ト
ガ
ル
政
策
の
背
景
に
カ
ト
リ
ッ
ク
・
キ
リ
シ
タ
ン
の
進
入
遮

絶
が
あ
っ
た
と
い
う
認
識
で
は
前
二
者
と
共
通
で
あ
る
。

(
4
)
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佐
藤
弘
幸
、
前
掲
論
文
、
二
六

0
ー
六
一
頁
。

(
6
)

オ
ラ
ン
ダ
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
友
好
あ
る
い
は
合
同
の
話
は
こ
の
と
き
が
最
初

で
は
な
く
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
共
和
政
下
の
一
六
五
一
年
に
代
表
団
を
オ
ラ
ン
ダ

に
送
っ
て
交
渉
し
た
ほ
ど
で
あ
る
。
佐
藤
前
掲
論
文
、
二
五
七
ー
八
頁
。

グ
ラ
ン
ド
が
戦
争
に
荷
担
し
た
の
は
、

一
六
七

0
年
六
月
に
ド
ー
ヴ
ァ
ー
の
密

一
方
イ
ン

争
の
開
始
に
よ
っ
て
物
理
的
に
イ
ギ
リ
ス
の
行
動
を
妨
害
す
る
こ
と
が
可
能
に

(
2
)
 

な
り
」
、
「
リ
タ
ー
ン
号
も
日
本
出
港
後
に
歯
獲
し
よ
う
と
し
て
い
た
」
。
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
東
イ
ン
ド
会
社
に
よ
る
対
日
貿
易
再
開
の
申
し
出
を
オ
ラ
ン
ダ
が
幕

府
に
拒
否
さ
せ
た
こ
と
と
、
第
一
二
次
英
蘭
戦
争
開
始
と
は
ど
の
よ
う
に
関
係
し

年
三
月
末
か
ら
四
月
は
じ
め
の
い
ず
れ
か
の
日
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
オ
ラ
ン
ダ

に
宣
戦
布
告
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
第
三
次
英
蘭
戦
争
が
開
始
さ
れ
る
が
、
そ

の
戦
争
原
因
と
目
さ
れ
て
い
る
事
件
は
、
両
国
の
政
治
上
の
対
立
点
と
い
う
よ

(
3
)
 

り
も
、
貿
易
上
の
競
争
関
係
に
関
す
る
小
事
件
の
積
み
重
ね
で
あ
る
。
ウ
ィ
レ

ム
三
世
は
チ
ャ
ー
ル
ズ
ニ
世
の
甥
と
し
て
戦
争
回
避
の
努
力
を
し
た
。
オ
ラ
ン

ダ
に
と
っ
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
貿
易
競
争
の
相
手
で
し
か
な
い
が
、
隣
国
フ
ラ

ン
ス
の
国
王
ル
イ
一
四
世
は
同
年
四
月
に
オ
ラ
ン
ダ
に
宣
戦
布
告
し
、
両
国
の

間
の
地
域
で
あ
る
フ
ラ
ン
ド
ル
ヘ
軍
を
送
り
込
み
、
ま
た
帝
国
領
か
ら
オ
ラ
ン

ダ
西
部
国
境
へ
も
軍
を
差
し
向
け
て
領
士
を
侵
略
す
る
意
図
を
示
し
た
脅
威
の

源
で
あ
っ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
に
と
っ
て
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
の
競
争
よ
り
も
、
フ

ラ
ン
ス
の
こ
の
侵
略
の
方
が
遥
か
に
重
大
で
あ
っ
た
。
対
外
的
な
危
機
を
招
い

た
責
任
を
問
わ
れ
て
、
オ
ラ
ン
ダ
・
ホ
ラ
ン
ト
州
法
律
顧
間
の
デ
・
ウ
ィ
ッ
ト

と
弟
は
民
衆
に
襲
わ
れ
殺
さ
れ
た
。
当
時
既
に
終
身
の
軍
事
指
揮
官
に
任
命
さ

れ
て
い
た
オ
ラ
ニ
ェ
公
ウ
ィ
レ
ム
一
二
世
が
戦
争
の
指
揮
を
と
っ
た
。

約
に
よ
り
、
財
政
難
に
悩
む
チ
ャ
ー
ル
ズ
が
、
財
政
援
助
と
引
き
替
え
に
ル
イ

一
六
七
一
年
に
リ
タ
ー
ン
号
が
日
本
へ
向
け
て
出
帆
し
た
の
ち
、

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

五
八

一
六
七



ス
）
を
制
圧
し
て
、
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
商
人
を
閉
め
出
し
た
。
台
湾
の
商
館
は

一
六
六
―
ニ
ー
六
八
年
に
は
マ
カ
ッ
サ
ル
（
セ
レ
ベ

一
六
六
七
年

第
一
二
次
英
蘭
戦
争
と
は
異
な
る
脈
絡
で
生
じ
た
の
で
あ
る
。

れ
な
く
な
り
、

オ
ラ
ン
ダ
五
州
の
総
督
S
t
a
d
h
o
o
d
e
r
と
な
っ
た
。

ラ
ン
ダ
と
講
和
し
た
。
貿
易
上
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
主
張
は
認
め
ら
れ
ず
、
オ

(
7
)
 

ラ
ン
ダ
の
権
益
は
戦
前
の
状
態
に
戻
っ
た
。
ウ
ィ
レ
ム
三
世
は
人
気
を
得
て
、

一
六
八
八
年
名
誉
革
命
後

ウ
ィ
レ
ム
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
王
に
推
戴
さ
れ
受
諾
し
た
と
き
、
オ
ラ
ン
ダ
連

邦
議
会
も
全
会
一
致
で
こ
れ
を
認
め
た
。
リ
タ
ー
ン
号
が
出
帆
し
て
か
ら
帰
国

す
る
ま
で
の
五
年
間
、
両
国
の
政
治
上
の
対
決
は
な
か
っ
た
。
日
本
の
幕
府
に

は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
拒
否
し
オ
ラ
ン
ダ
を
選
ぶ
に
際
し
て
、
第
三
次
英
蘭
戦

争
の
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
理
由
は
な
い
。
リ
タ
ー
ン
号
事
件
は
、

「
オ
ラ
ン
ダ
は
対
日
貿
易
の
独
占
を
リ
タ
ー
ン
号
事
件
を
通
し
て
達
成
し
た
」

(
8
)
 

と
い
う
認
識
は
、
再
考
を
要
す
る
。
リ
タ
ー
ン
号
事
件
以
前
に
は
「
独
占
を
達

成
し
て
」
い
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
る
が
、
リ
タ
ー
ン
号
が
長
崎

に
入
港
す
る
湿
か
以
前
か
ら
、
対
日
貿
易
に
お
い
て
は
も
ち
ろ
ん
、
東
ア
ジ
ア

貿
易
に
お
い
て
は
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
は
主
導
権
を
確
立
し
て
い
た
。

一
六
四
一
年
に
は
マ
ラ
ッ
カ
か
ら
ポ
ル
ト
ガ
ル
を
追
い
出
し
、

月
に
は
モ
ル
ッ
カ
の
ス
ペ
イ
ン
領
を
占
領
し
、
同
年
―
一
月
に
は
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
東
半
分
を
制
圧
し
た
。

リ
タ
ー
ン
号
事
件
と
一
七
世
紀
後
半
の
国
際
関
係

一
七
七
四
年
二
月
に
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
条
約
を
結
ん
で
、
オ

の
オ
ラ
ン
ダ
侵
略
に
協
力
す
る
こ
と
を
約
束
し
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
チ
ャ
ー

(
5
)
 

ル
ズ
は
議
会
の
休
会
中
に
宣
戦
布
告
し
た
の
で
あ
る
。
戦
闘
は
概
し
て
オ
ラ
ン

(
6
)
 

ダ
側
に
有
利
に
展
開
し
、
一
六
七
一
二
年
に
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
戦
争
を
続
け
ら

五
九

鄭
成
功
の
攻
撃
を
受
け
て
一
六
六
二
年
に
撤
退
さ
せ
ら
れ
た
が
、
日
本
で
は
長

崎
の
出
島
の
商
館
を
確
保
し
て
絹
製
品
な
ど
を
搬
入
し
、
貴
金
属
を
獲
得
し
て

(
9
)
 

相
対
貿
易
法
が
実
施
さ
れ
て
い
た
一
六
七
一
年
ま
で
は
利
益
を
上
げ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
既
に
確
立
し
て
い
た
オ
ラ
ン
ダ
の
貿
易
独
占
状
態
へ
、
一
六
七
〇

年
代
に
な
っ
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
東
イ
ン
ド
会
社
が
新
た
に
参
入
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。

で
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
側
が
一
六
七

0
年
代
に
な
っ
て
対
日
貿
易
再
開
を
申
し

出
た
の
は
何
故
か
。
一
六
六
七
年
に
「
第
二
次
英
蘭
戦
争
が
終
了
し
」
対
外
進

(10) 

出
の
余
裕
が
出
来
た
か
ら
と
い
う
説
明
が
見
ら
れ
る
が
、
果
た
し
て
理
由
は

「
余
裕
」
で
あ
ろ
う
か
。
第
二
次
英
蘭
戦
争
は
一
六
六
七
年
に
ブ
レ
ダ
条
約
が

結
ば
れ
て
終
結
す
る
が
、
こ
の
戦
争
で
は
緒
戦
こ
そ
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
側
の
勝
利

が
見
ら
れ
た
も
の
の
、
後
半
は
オ
ラ
ン
ダ
側
の
勝
利
で
終
わ
っ
た
。
条
約
で
は

オ
ラ
ン
ダ
が
か
ね
て
か
ら
主
張
し
て
い
た
自
由
通
航
、
自
由
貿
易
の
原
則
が
認

復
古
以
来
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
政
界
の
立
役
者
で
あ
っ
た
ク
ラ
レ
ン
ド
ン
伯
は
、

責
任
を
問
わ
れ
て
失
脚
し
た
。
戦
争
開
始
以
前
に
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
側
は
西
ア

フ
リ
カ
の
オ
ラ
ン
ダ
要
塞
を
襲
う
な
ど
し
て
攻
勢
を
か
け
て
い
た
の
で
、
そ
の

時
点
で
は
他
の
地
域
で
も
オ
ラ
ン
ダ
の
貿
易
体
制
に
対
し
て
挑
戦
す
る
状
況
に

あ
っ
た
。
し
か
し
戦
い
に
敗
れ
た
一
六
六
七
年
以
後
に
は
、
オ
ラ
ン
ダ
に
対
抗

し
う
る
軍
艦
も
商
船
も
失
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
一
六
六
五
＼
六
年
の
ペ
ス
ト
流

行
、
六
六
年
の
ロ
ン
ド
ン
大
火
に
よ
る
災
禍
を
考
慮
す
る
な
ら
、
敗
戦
に
よ
っ

て
余
裕
は
失
わ
れ
た
と
い
う
の
が
事
実
で
あ
り
、
そ
の
翌
年
に
新
た
に
攻
勢
に

め
ら
れ
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
譲
歩
し
て
、
航
海
法
の
適
用
を
ゆ
る
め
た
。
王
政



(12) 

転
じ
よ
う
と
い
う
政
策
が
始
め
ら
れ
る
と
い
う
説
明
は
不
自
然
で
あ
る
。
戦
争

や
政
治
と
は
異
な
る
理
由
か
ら
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

木
村
前
掲
論
文
、
二
五
、
二
九
頁
。

同
、
三
四
頁
。
な
お
二
九
頁
も
参
照
。
オ
ラ
ン
ダ
に
と
っ
て
は
本
国
同
士
が
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
戦
争
を
開
始
し
た
お
か
げ
で
、
ア
ジ
ア
の
海
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
船
を

捕
獲
す
る
口
実
が
出
来
た
と
い
う
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る
。

(
3
)
0
r
aミ
g
e
aミ
d
Stuart, p
p
.
3
3
5ー

3
8
.

(
4
)
 
N
e
t
h
e
r
l
a菱
d
s
i
n
 the S
e
器
n
t
e
e
n
t
h
c
e
n
t
u
呈
p
p
.
1
3
6
-
1
4
5
.

(
5
)

今
井
宏
「
王
政
復
古
と
名
誉
革
命
」
同
編
『
イ
ギ
リ
ス
史
一
一
」
山
川
出
版
社
、

一
九
九

0
年
、
二
四
五
頁
。
チ
ャ
ー
ル
ズ
政
府
の
財
務
府
E
x
c
h
e
q
u
e
r
は
同
年
一

月
に
破
綻
し
て
い
た
。

Jones,
A
n
g
l
o
 ,D
u
tミ
h
W
a
r
s
,
 p
.
2
2
3
.
 

東
イ
ン
ド
会
社

が
リ
タ
ー
ン
号
を
東
イ
ン
ド
に
向
け
て
出
航
さ
せ
て
以
後
、
一
六
七
二
年
一
月
は

じ
め
に
は
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
ニ
世
の
政
府
は
財
政
破
綻
を
き
た
し
、
国
民
特
に
商
人

の
不
満
は
政
府
の
無
策
の
あ
ら
ゆ
る
面
に
向
け
ら
れ
た
。
例
え
ば
オ
ラ
ン
ダ
と
の

戦
争
を
開
始
し
て
内
政
の
矛
盾
を
蔽
い
隠
そ
う
と
し
て
い
る
と
か
、
議
会
が
政
府

の
主
導
権
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
現
状
を
打
倒
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
か
、
審
査

律
規
制
を
撤
廃
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
か
、
カ
ト
リ
ッ
ク
を
容
認
し
よ
う
と
し
て

い
る
と
か
と
い
っ
た
政
府
批
判
が
、
開
戦
以
前
か
ら
噂
さ
れ
て
い
た
。
オ
ラ
ン
ダ

と
の
貿
易
政
策
上
の
対
立
が
理
由
で
始
め
ら
れ
る
は
ず
の
第
三
次
英
蘭
戦
争
は
、

実
際
に
は
フ
ラ
ン
ス
、
コ
ル
ベ
ー
ル
政
策
に
起
因
す
る
保
護
貿
易
政
策
の
た
め
に

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
貿
易
の
赤
字
が
拡
大
し
こ
と
に
起
因
す
る
、
対
フ
ラ
ン
ス
対
策
に

よ
っ
て
始
め
ら
れ
る
戦
争
へ
と
、
変
化
さ
せ
ら
れ
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
商
人
は

チ
ャ
ー
ル
ズ
ニ
枇
の
外
交
上
の
簾
（
ド
ー
ヴ
ァ
ー
の
密
約
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
復
活

と
フ
ラ
ン
ス
か
ら
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
ヘ
の
経
済
援
助
）
に
嫌
気
が
さ
し
、
オ
ラ
ン
ダ

と
の
対
決
よ
り
も
、
フ
ラ
ン
ス
と
の
対
決
の
方
に
危
機
感
を
抱
い
て
い
た
。
（
英

国
の
混
合
王
政
と
フ
ラ
ン
ス
の
絶
対
王
政
）

Jones, A
n
g
l
o
 ,
 
D
u
t
c
h
 W
a
r
s
,
 

注(
1
)
 

(
2
)
 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
胡

1
0
二、

p
p
.
2
2
3
 ,
 5.
 

(
6
)
 
Jones, p
.
6
2
.
 

(
7
)

佐
藤
弘
幸
、
前
掲
論
文
、
二
六
―
|
-
―
一
頁
。
フ
ラ
ン
ス
と
は
そ
の
後
も
戦
闘
が

続
き
、
オ
ラ
ニ
ェ
公
の
指
揮
で
オ
ラ
ン
ダ
が
勝
利
し
た
。
一
六
七
八
年
八
月
の
ネ

イ
メ
ー
ヘ
ン
の
条
約
で
は
フ
ラ
ン
ス
は
領
土
侵
略
を
放
棄
し
、
保
護
関
税
も
撤
回

さ
せ
ら
れ
た
。

(
8
)

木
村
前
掲
論
文
、
三
六
頁
。

(
9
)

佐
藤
前
掲
論
文
、
二
八
ニ
ー
三
、
二
八
六
ー
七
頁
。
科
野
「
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン

ド
会
社
の
歴
史
』
ニ
―
一
八
ー
ニ
三

0
頁。

(10)

木
村
前
掲
論
文
、
ニ
ニ
頁
。

（
且
）
佐
藤
前
掲
論
文
、
二
五
九
頁
。
今
井
前
掲
論
文
、
二
四
四
頁
。

(12)

浅
田
実
「
第
二
次
英
蘭
戦
争
と
西
ア
フ
リ
カ
貿
易
」
『
西
洋
史
学
』

一
七
頁
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
東
イ
ン
ド
会
社
が
一
六
七

0
年
代
に
な
っ
て
対
日
貿
易
を
再

開
し
よ
う
と
動
き
出
し
た
理
由
を
求
め
て
き
た
が
、
確
か
な
事
実
を
発
見
す
る

こ
と
は
出
来
な
い
。
分
か
っ
て
い
る
の
は
状
況
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う

に
こ
の
年
ま
で
の
オ
ラ
ン
ダ
の
東
イ
ン
ド
貿
易
の
中
核
は
胡
椒
、
香
辛
料
の
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
ヘ
の
大
量
輸
入
で
あ
り
、
そ
の
対
価
と
し
て
の
銀
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か

ら
積
み
出
す
の
で
は
な
く
、

ア
ジ
ア
内
で
特
に
日
本
で
調
達
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
東
イ
ン
ド
内
で
の
仲
介
取
引
に
よ
る
利
益
も
重
要
な
収
益
源
と
見
な
さ
れ

て
い
た
。
前
述
の
よ
う
に
こ
の
構
造
は
一
六
七

0
年
に
、

椒
価
格
が
下
落
し
始
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
き
く
様
変
わ
り
す
る
。
か
わ
っ
て

5

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
か
ら
見
た
リ
タ
ー
ン
号
事
件

六
〇



一
六
五

0
年
代
以
降
は
本
国
の
工
業
自
体
が

六

一
八
世
紀
初
め
ま
で
に
は
日
本
で
は
国
内

一
六
六

0
年
代
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ヘ
の
輸
入
品
の
中
に
入
り
込
ん
で
く
る
の

は
、
イ
ン
ド
産
の
綿
製
品
特
に
キ
ャ
ラ
コ
で
あ
る
。
イ
ン
ド
の
コ
ロ
マ
ン
デ
ル

海
岸
で
の
オ
ラ
ン
ダ
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、

フ
ラ
ン
ス
の
貿
易
拠
点
を
続
る
闘
争

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
特
に
一
六
七
四
年
以
後
に
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
こ
の

(
l
)
 

地
の
綿
貿
易
で
は
主
導
権
を
と
る
よ
う
に
な
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
東
イ
ン
ド

貿
易
へ
の
関
心
が
一
六
六
0
年
代
以
後
に
再
度
盛
り
上
が
る
の
は
、
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
近
海
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
で
の
貿
易
で
の
不
振
の
克
服
を
、
新
大
陸
か
ら
の

砂
糖
・
タ
バ
コ
、
そ
し
て
東
イ
ン
ド
か
ら
の
綿
製
品
貿
易
へ
の
転
換
で
達
成
し

(
2
)
 

よ
う
と
す
る
商
人
の
利
害
関
心
か
ら
生
じ
た
も
の
と
言
え
る
。

し
か
し
リ
タ
ー
ン
号
を
日
本
に
派
遣
し
た
会
社
の
取
締
役
会
の
発
想
は
、
上

記
の
よ
う
な
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
商
人
の
間
の
歴
史
的
な
発
想
の
転
換
を
踏
ま
え
て

い
る
と
は
い
え
な
い
。
な
る
ほ
ど
リ
タ
ー
ン
号
が
携
え
て
き
た
国
王
親
書
で

は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
会
社
は
オ
ラ
ン
ダ
が
東
イ
ン
ド
貿
易
の
中
核
商
品
と
し
て

い
た
胡
椒
や
香
辛
料
に
は
こ
だ
わ
っ
て
い
な
い
が
、
「
船
に
積
め
る
だ
け
大
量

の
金
銀
銅
」
を
持
ち
帰
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
点
は
オ
ラ
ン
ダ
の
場
合
と
変

(
3
)
 

わ
り
な
い
か
ら
で
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
と
違
う
の
は
リ
タ
ー
ン
号
の
積
み
荷
の
半

(
4
)
 

分
以
上
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
産
の
毛
織
物
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
オ
ラ
ン

ダ
に
も
毛
織
物
生
産
工
業
は
存
在
し
て
お
り
、
日
本
に
も
輸
出
し
て
い
た
が
、

金
額
の
面
で
は
わ
ず
か
で
あ
り
、

(
5
)
 

衰
退
し
て
い
た
。
そ
れ
に
比
べ
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
場
合
に
は
国
内
の
基
幹
産

業
で
あ
る
毛
織
物
工
業
を
振
興
さ
せ
る
た
め
に
、
輸
出
を
奨
励
し
た
と
い
う
構

図
が
か
つ
て
流
行
し
た
「
理
論
」
で
あ
る
が
、
現
在
で
は
そ
れ
に
対
す
る
批
判

リ
タ
ー
ン
号
事
件
と
一
七
世
紀
後
半
の
国
際
関
係

(
6
)
 

が
あ
る
こ
と
も
我
々
は
知
っ
て
い
る
。
会
社
取
締
役
会
は
独
占
体
制
を
批
判
さ

れ
た
と
き
、
言
い
訳
と
し
て
国
内
産
毛
織
物
の
外
国
へ
の
販
売
に
と
っ
て
独
占

(
7
)
 

の
方
が
好
ま
し
い
こ
と
を
強
調
し
た
。
実
際
リ
タ
ー
ン
号
は
日
本
に
毛
織
物
を

売
り
込
ん
で
、
金
銀
銅
を
持
ち
帰
る
た
め
に
送
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
結
果
的
に

は
そ
の
こ
と
の
ゆ
え
に
交
易
再
開
に
失
敗
し
た
の
で
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
会
社
が

日
本
の
求
め
る
絹
製
品
を
も
た
ら
し
て
貿
易
関
係
を
維
持
し
得
た
の
に
対
し

て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
会
社
は
求
め
ら
れ
て
い
な
い
毛
織
物
を
売
り
込
も
う
と
し

て
失
敗
し
た
の
で
あ
る
。

日
本
の
幕
府
は
毛
織
物
の
う
ち
高
級
品
の
輸
入
を
求
め
た
（
毛
既
な
ど
）

(
8
)
 

が
、
そ
れ
は
オ
ラ
ン
ダ
が
十
分
に
供
給
し
て
い
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
こ
の
分

野
で
介
入
す
る
余
地
は
な
い
。
リ
タ
ー
ン
号
の
積
み
荷
の
う
ち
毛
織
物
の
リ
ス

ト
を
見
る
と
、
「
上
質
広
幅
黒
羅
紗
」
が
七
―
一
五
九
ポ
ン
ド
あ
ま
り
で
他
の
毛

(
9
)
 

織
物
類
を
圧
倒
し
て
い
る
。
「
旧
学
説
」
に
拠
れ
ば
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
旧
毛

織
物
と
い
わ
れ
た
ブ
ロ
ー
ド
ク
ロ
ス
で
は
な
く
、
薄
手
の
新
毛
織
物
ウ
ー
ス
テ

ッ
ド
を
東
イ
ン
ド
や
日
本
に
売
り
込
む
つ
も
り
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
き
た

(IO) 
が
、
実
際
に
リ
タ
ー
ン
号
が
積
ん
で
行
っ
た
の
は
旧
毛
織
物
で
あ
っ
た
。
こ
れ

に
対
し
買
い
手
と
な
る
べ
き
日
本
人
の
う
ち
、
庶
民
の
需
要
は
高
級
毛
織
物
で

は
な
く
、
初
め
は
麻
、

の
ち
に
は
木
綿
で
あ
っ
た
。
後
者
は
ト
ン
キ
ン
か
ら
オ

ラ
ン
ダ
船
で
輸
入
さ
れ
て
い
た
が
、

自
給
し
始
め
た
。
リ
タ
ー
ン
号
派
遣
の
時
点
で
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
、
日
本
人

に
好
ま
れ
る
可
能
性
の
あ
る
廉
価
な
木
綿
も
運
ん
で
こ
な
か
っ
た
う
え
、
徳
川

幕
府
は
一
六
六
八
年
に
銀
の
海
外
持
ち
出
し
を
制
限
し
た
の
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン



注(
1
)
 

(
2
)
 

(
3
)
 

す
る
物
資
を
も
た
ら
さ
な
い
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
拒
否
し
た
の
で
あ
る
。

ド
会
社
が
対
日
貿
易
か
ら
利
益
を
得
る
見
込
み
は
な
か
っ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
に
邪

会
社
は
、
東
ア
ジ
ア
世
界
の
内
で
商
品
を
運
ん
で
中
継
貿
易
収
入
を
当
て
に
す

る
方
策
を
捨
て
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
つ
ま
り
オ
ラ
ン
ダ
型
の
古
い
貿
易
政

策
を
捨
て
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
が
結
果
的
に
は
イ
ン
ド
か
ら
の
キ
ャ
ラ
コ
輸

入
、
さ
ら
に
の
ち
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
の
綿
布
生
産
へ
の
道
を
と
る
こ
と
に
な
る

(12) 

重
商
主
義
政
策
へ
と
転
換
す
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
東
イ
ン
ド
会
社
は
、
日
本
の
求
め
る
も
の
を
も
た
ら
さ
ず
、

日
本
が
持
ち
出
さ
れ
た
く
な
い
も
の
を
望
ん
だ
こ
と
に
よ
り
、
対
日
貿
易
競
争

に
お
い
て
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
に
破
れ
た
の
で
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
は
リ
タ

ー
ン
号
事
件
に
よ
り
対
日
貿
易
を
独
占
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
際
に
は

(13) 

幕
府
に
よ
る
市
法
商
法
の
導
入
(
-
六
七
二
年
）
の
結
果
、
手
に
入
る
貴
金
属

且）

が
制
限
さ
れ
て
、
収
益
の
先
行
き
に
不
安
が
あ
っ
た
。
市
法
商
法
の
開
始
は
ロ

ン
ド
ン
か
ら
の
リ
タ
ー
ン
号
派
遣
の
知
ら
せ
が
伝
わ
っ
た
一
六
七
一
年
の
翌
年

の
こ
と
で
も
あ
り
、
日
本
か
ら
持
ち
出
し
う
る
わ
ず
か
な
貴
金
属
を
奪
わ
れ
ま

い
と
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
会
社
の
参
入
を
な
り
ふ
り
構
わ
ず
妨
害
し
た
。
幕
府
は

付
き
合
い
の
長
い
オ
ラ
ン
ダ
を
贔
履
に
し
た
と
言
う
よ
り
は
、
日
本
が
必
要
と

浅
田
実
『
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
と
イ
ン
ド
成
金
』
、
二
九
ー
三
二
頁
。

浅
田
実
「
第
二
次
英
蘭
戦
争
と
西
ア
フ
リ
カ
貿
易
」
、
一
七
ー
一
八
頁
。

ろ
じ
ゃ
め
い
ち
ん
『
江
戸
時
代
を
見
た
英
国
人
」

P
H
P
、
一
九
八
四
年
、

魔
さ
れ
て
日
本
と
の
貿
易
再
開
を
達
成
出
来
な
か
っ
た
結
呆
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

し
て
い
た
た
め
、
英
国
政
府
は
海
外
へ
の
貿
易
に
乗
り
出
す
意
欲
が
な
か
っ
た

一
六
六

0
年
の
王
政
復
古
と
共
に
再
び
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
政
府
は
活
発
に
海

‘̀‘ ヵ
一
六
四

0
ー
六

0
年
の
間
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
革
命
に
よ
り
国
内
政
治
が
混
乱

お
わ
り
に

ニ
四
頁
。
な
お
こ
の
書
の
内
容
の
一
部
は
ろ
じ
ゃ
・
め
い
ち
ん
「
R
e
t
u
r
n
of t
h
e
 

R
e
t
u
r
n
 B
英
交
渉
史
の
一
場
面
に
幕
が
下
り
る
」

C
O
S
M
I
C
A
,
X, 
一
九
八

0
年、

京
都
外
大
、
に
英
文
と
共
に
翻
訳
が
あ
る
。

(
4
)

『
江
戸
時
代
を
見
た
英
国
人
』
‘

1
0
八
ー
九
頁
。

(
5
)

佐
藤
弘
幸
「
共
和
制
時
代
の
オ
ラ
ン
ダ
織
物
工
業
の
展
開
と
そ
の
特
質
」
沼
田

次
郎
編
「
オ
ラ
ン
ダ
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
』
山
川
出
版
社
、
一
九
八
六
年
、
九
六

頁。

(
6
)

川
勝
平
太
『
日
本
文
明
と
近
代
西
洋
』
五
三
ー
五
四
頁
。

(
7
)
 
Massarella, o
p
.
 c
i
t
.
,
 
p
p
.
3
5
0
-
1
.
 

(
8
)

山
根
章
弘
「
羊
毛
の
語
る
日
本
史
』

P
H
P
、
一
九
八
『
一
年
、
第
一
章
。

(
9
)

『
江
戸
時
代
を
見
た
英
国
人
』
、
一
〇
八
頁
。

(10)

船
山
前
掲
書
参
照
。

(11)

山
下
範
久
『
世
界
シ
ス
テ
ム
論
で
読
む
日
本
』
講
談
社
、
―

100111
年
、
一
四

四
ー
四
六
頁
。

(12) 
Massarella, o
p
.
 c
i
t
.
,
 
p
p
.
3
6
8
 ,
 
9
.
 
石
坂
昭
雄
、
船
山
榮
―
他
編
『
新
版
西
洋
経

済
史
』
有
斐
閣
、
一
九
八
五
年
、
一
―
ニ
ー
一
―
八
頁
。

(13)

市
法
商
法
に
相
当
す
る
売
価
決
定
方
法
改
訂
法
導
入
の
事
前
協
議
は
一
六
七
〇

年
に
始
ま
っ
て
い
た
。

(14)

オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
が
日
本
か
ら
持
ち
出
し
た
金
銀
銅
に
つ
い
て
の
考
証

は
、
鈴
木
康
子
『
近
世
B
蘭
貿
易
史
の
研
究
』
思
文
閣
出
版
、
二

0
0
四
年
、
特

に
第
一
＼
五
章
に
拠
っ
た
。

↑、i/ 



外
貿
易
に
乗
り
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
「
説
明
」
が
「
常
識
」
と
し
て

受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
は
政
府
と
東
イ
ン
ド
会
社

と
を
一
応
別
個
の
も
の
と
し
て
考
察
す
る
と
い
う
視
点
が
欠
け
て
い
る
。
そ
れ

を
お
く
と
し
て
も
、
共
和
政
期
に
も
東
イ
ン
ド
会
社
は
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
政
府
か

ら
保
護
さ
れ
て
い
た
し
、
彼
は
一
六
五
七
年
に
は
そ
れ
を
改
組
し
て
、
貿
易
を

(
2
)
 

振
興
し
よ
う
と
し
た
ほ
ど
で
あ
る
。
一
六
六

0
年
の
王
政
復
古
の
立
役
者
で
あ

る
ク
ラ
レ
ン
ド
ン
伯
は
、
そ
の
後
七
年
間
に
わ
た
っ
て
チ
ャ
ー
ル
ズ
ニ
世
政
府

年
の
第
一
一
次
英
蘭
戦
争
開
始
の
際
も
、
彼
は
財
政
悪
化
を
お
そ
れ
て
戦
争
遂
行

に
は
消
極
的
で
あ
っ
た
。
国
王
チ
ャ
ー
ル
ズ
ニ
世
が
自
己
の
主
導
権
を
発
揮
し

一
六
六
七
年
に
彼
を
罷
免
し
て
か
ら
後
の
こ
と
で
あ
る
。
チ
ャ

ー
ル
ズ
が
東
イ
ン
ド
会
社
に
期
待
し
た
の
は
第
一
に
は
会
社
か
ら
の
寄
付
金

v
o
l
u
n
t
a
r
y
 contributions
で
あ
り
、
第
二
に
は
王
の
寵
臣
の
就
職
先
と
し
て

の
会
社
の
ポ
ス
ト
で
あ
っ
た
。
チ
ャ
ー
ル
ズ
が
一
旦
廃
止
さ
れ
て
い
た
貿
易
委

員
会
C
o
u
n
c
i
l
of T
r
a
d
e
を
復
活
し
、
植
民
評
議
会
C
o
u
n
c
i
l
of Plantation
を

(6) 

設
置
し
た
の
は
一
六
六
八
年
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
復
活
や
設
置
を
促
進

し
た
の
は
国
内
政
治
事
情
と
い
う
よ
り
も
、
イ
ギ
リ
ス
海
峡
や
バ
ル
ト
海
で
の

マ
ー
ク
、

リ
タ
ー
ン
号
事
件
と
一
七
冊
紀
後
半
の
国
際
関
係

一
六
七

オ
ラ
ン
ダ
と
の
貿
易
競
争
に
お
け
る
劣
勢
、
北
海
漁
業
で
の
オ
ラ
ン
ダ
、
デ
ン

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
の
競
争
、
東
イ
ン
ド
で
の
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ

と
の
競
争
と
い
う
国
際
間
の
競
争
や
、
胡
椒
価
格
の
下
落
と
い
う
国
際
経
済
状

況
で
あ
っ
た
。
リ
タ
ー
ン
号
事
件
以
後
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
日
本
と
の
貿
易
に

(
8
)
 

関
心
を
持
た
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
認
識
も
誤
解
の
可
能
性
が
高
い
。

始
め
た
の
は
、

の
中
で
実
権
を
ふ
る
い
、
オ
ラ
ン
ダ
と
の
親
和
政
策
を
追
究
し
た
。

一
六
六
五

r, 

ノ‘

三
年
以
後
フ
ェ
ー
ト
ン
号
事
件
(
-
八

0
八
年
）
ま
で
の
間
、
オ
ラ
ン
ダ
の
対

日
貿
易
は
利
益
を
減
ら
し
て
い
き
、
オ
ラ
ン
ダ
会
社
は
一
七
九
九
年
に
廃
止
さ

れ
た
が
、
そ
の
間
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
会
社
は
イ
ン
ド
貿
易
で
対
日
貿
易
と
は
比

べ
も
の
に
な
ら
な
い
利
益
を
上
げ
て
い
た
。
会
社
は
損
益
計
算
を
し
て
進
出
地

を
選
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

（
文
学
部
・
教
授
）

注(
l
)

木
村
直
樹
前
掲
論
文
の
二
二
頁
の
記
述
は
、
バ
ー
チ
ャ
ー
の
論
文
「
イ
ギ
リ
ス

の
平
戸
商
館
と
極
東
政
策
」
中
村
質
編
『
鎮
国
と
国
際
関
係
』
吉
川
弘
文
館
、
一

九
九
七
年
の
ニ
―
九
ー
ニ
ニ
ニ
頁
の
要
約
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

注
目
す
べ
き
は
バ
ー
チ
ャ
ー
論
文
の
こ
の
箇
所
に
は
根
拠
と
な
る
典
拠
が
示
さ
れ

て
お
ら
ず
、
著
者
の
独
自
の
判
断
が
下
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

(
2
)

直
村
孝
夫
『
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
論
」
啓
文
社
、
一
九
六
六
年
、
七
六
ー

八
八
頁
。
浅
田
実
「
。
ビ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
下
共
和
政
権
と
第
一
次
英
蘭
戦
争
」

『
立
命
館
文
学
」
三
二
四
ー
六
、
一
九
七
二
年
。
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
期
を
通
じ

て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
貿
易
額
は
増
加
し
続
け
た
。
浅
田
実
「
第
二
次
英
蘭
戦
争
と

西
ア
フ
リ
カ
貿
易
」
六
頁
。

(
3
)

浅
田
実
「
第
二
次
英
蘭
戦
争
と
西
ア
フ
リ
カ
貿
易
」
、
七
頁
。

(
4
)

今
井
宏
「
王
政
復
古
と
名
誉
革
命
」
、
二
四
五
頁
。

(
5
)

西
村
前
掲
書
、
八
五
、
八
七
頁
。

(
6
)

西
村
前
掲
書
、
八
六
頁
。

(
7
)

ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
、
川
北
稔
訳
『
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
一
六
0
0
|
―
七

五
0
年
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
、
九
二
—
九
五
頁
。

(
8
)

バ
ー
チ
ャ
ー
前
掲
論
文
、
二
三

0
頁
。
永
積
洋
子
が
「
リ
タ
ー
ン
号
拒
絶
に
よ

り
、
幕
府
の
外
交
は
新
た
な
一
歩
を
踏
み
出
し
た
」
(
「
-
七
世
紀
後
半
の
日
本
と

オ
ラ
ン
ダ
」
ニ
ニ
四
頁
）
と
い
う
の
は
、
幕
府
が
鎖
国
政
策
の
よ
り
厳
し
い
段
階

に
入
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
も
の
だ
が
、
永
積
稿
の
主
旨
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
事
件



の
国
際
環
境
で
の
歴
史
的
意
義
は
、
こ
の
事
件
は
日
本
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
植
民

地
と
な
る
道
を
閉
ざ
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
東
ア
ジ
ア
で
の
仲
介
取
引
貿
易
政
策

を
放
棄
す
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
本
稿
は
平
成
一
七
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
萌
芽
研
究

研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
）

代
表
野
間
晴
雄

に
よ
る

六
四



The Return case in the context of European mercantilism 

リ
タ
ー
ン
号
事
件
と
一
七
世
紀
後
半
の
国
際
関
係

Keizo Asaji 

In 1673 Return, English East India Company's ship despatched to Taiwan and 

Japan in 1671, entered in the port of Nagasaki, Japan, and asked to reopen the trade 

relation between Japan and England. Its arrival had been informed to the Tokugawa 

Shogunate beforehand by Holland East India Company, VOC, when the ship sailed 

out from Taiwan. The ship was immediately restrained by Nagasaki governor, who 

questioned the captain many times making reference to Edo Shogunate frequently. 

Finally the ship was ordered to leave Japan without any permission of trade. 

So far many Japanese historians published articles concerning this event in the 

context of various issues, such as Christian prohibition policy of Tokugawa 

六
五

Shogunate, National segregation policy of Japan, Coast Guard system of Nagasaki 

governor and so on. But why did the English government resume asking the 

Japanese government to re-establish trade relationship in 1670s, which had been 

closed since 1623? What had happened in the relation of two countries after fifty 

years of no correspondence? 

VOC had established good trade and political relationship with Tokugawa 

Shogunate before the English Government began to reconsider the reopening of the 

trade. In Europe England and Holland had wars three times, in 1652-54, 1665-67, 

and 1672-74. In Asia the two countries were in competition each other in Java, 

Moluccas, and Japan not politically but in trade. 

What did the English Company plan to form the trade relation by sending 

Return to Japan in the context of international mercantilism? This paper will 

investigate the Court Minute of the company and put a new light on the policy 

change of trade goods from woolen or worsted of England to calico of India. 


